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橋本市民病院会計年度任用職員の任用等に関する規程の一部を改正する規程  

  

 橋本市民病院会計年度任用職員の任用等に関する規程 (令和 4年橋本市病院事業管理規程第 1号 )の一部を次の

ように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。  

 

改正後  改正前  

(任期 ) (任期 ) 

第 3条  略  第 3条  略  

2 略  

3 任用期間は、 65歳に達した日以後 にお ける最初の 3月 31日ま

でとする。ただし、次の各 号のいずれかに 該当する場合は、

「 65歳に達した日以後にお ける最初の 3月 31日」とあるのは

、「 70歳に達した日以後に おける最初の 3月 31日」と読み替

えるものとする。  

(1)任命権者が必要と認める場合  

(2)その職が専門知識、技能、経験又 は資 格を必要とするも

のであって、欠員を容易に 補充することが できないことが

予想される場合  

4 前項の規定にかかわらず、任命権 者が 特に必要と認める場

合は、 70歳を超えて任用す ることができる 。  

  

2 略  

   附  則  

 この規程は、令和 8年 4月 1日から施行する。  


